
（１）考え方

○基本的な税額の地域較差がなく納税者に分かり易く、他県等の水準

も上回らない。

○既に定率制で宿泊税を導入している倶知安町においても、同様に道

税を１００円に減額する。

（２）道税の使い道

○道の事業に１００円分を、市町村への補助に１００円分を充てるも

のとする。

○宿泊税を導入した市町村については補助しない。

（３）課題

○市町村においては、それぞれの財政需要に見合った税収の確保が困難。

○福岡県は、宿泊税導入市町村の区域では、県税を１００円に減額す

ることとしているが、特例で福岡市と北九州市内での税額は県を

５０円としており、道税を５０円とした場合は税収が減少する。

税額の例 ◎道税を２００円とする。

◎ただし、市町村が宿泊税を導入する場合は道税を

１００円とし、市町村税と合わせて２００円を基本的

な税額とする。
２００円

〔ケース１に関係するご意見〕

○道内で税額を一定とし、その税収から道と市町村が必要な施策を行う

ことが望ましい。

○法定外目的税は、財政需要に応じて必要額が検討されるべき。

○市町村の宿泊税導入を理由に道税を減税することは、財政需要がある

ことを前提とした法定外目的税では、説明が難しい。

〔ケース１〕

福岡県を参考に、道内での道税と市町村税を合わせた税額を基

本的に一定とする。
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資料２

税額について（ケースごとの考え方など）



〔ケース２〕

他県等の水準などを参考に道税の税額を設定し、導入市町村は独

自に税額を設定する。

〔ケース２に関係するご意見〕

○地域によって税額が異なるのは、観光客や事業者に分かりづらい。

○市町村の宿泊税導入を理由に道税を減税することは、財政需要がある

ことを前提とした法定外目的税では、説明が難しい。

（１）考え方

○各市町村は使途に見合った税収が確保でき、課税自主権が尊重される。

○既に定率制で宿泊税を導入している倶知安町においても、同様に道税

を１００円に減額する。

（２）道税の使い道

○道の事業に１００円分を、市町村への補助に１００円分を充てるも

のとする。

○宿泊税を導入した市町村については補助しない。

（３）課題

○基本的な税額の地域較差が生じ、他県等の水準を上回ることも想定さ

れる。

税額の例 ◎道税を２００円とする。

◎ただし、市町村が独自に宿泊税を導入する場合は、道

税を１００円とし、市町村は、それぞれ条例を定めて

使途に見合った税額を設定。

２００円
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（１）考え方

○各市町村は使途に見合った税収が確保でき、課税自主権が尊重される。

○入湯税の超過課税を行う市町村においては、納税者の負担感がケース

１や２と比べて緩和される。

（２）道税の使い道

○道の事業に充てる。

（３）課題

○基本的な税額の地域較差が生じ、他県等の水準を上回ることも想定さ

れる。

税額の例 ◎道税を１００円とする。

◎市町村が独自に宿泊税を導入する場合は、それぞれ条

例を定めて使途に見合った税額を設定。１００円

〔ケース３に関係するご意見〕

○温泉地では入湯税と宿泊税が課税されるので、納税者の負担感を考え

ると１００円が望ましい。

○道税を１００円とするケースで考えなければ、様々な意見との整合性

がとれないのではないか。

○地域によって税額が異なるのは、観光客や事業者に分かりづらい。

〔ケース３〕

東京都や大阪府の最低税額を参考に道税の税額を設定し、導入

市町村は独自に税額を設定する。
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道の事業 市町村への補助

観 光 地
づ く り

○アドベンチャートラベル・コン

テンツ造成

○交通拠点からの二次交通の環境

改善

○着地型プロモーション

●体験観光地や温泉地等の

通信環境整備

●文化施設等の魅力向上

●観光施設のバリアフリー化

●地域周遊環境の整備

人 材 の
確 保

○宿泊・観光業でのインターン

シップ

○海外観光人材マッチング

○幅広い国や地域の観光客に対

応できる人材の養成

○地域共同従業員寮の整備

●本道の優位性を活かした

地域ガイド人材の養成

安 全
・

安 心

○観光客緊急サポートステーショ

ンの全道展開

○情報発信基盤サイトの構築

○医療機関の外国人対応

●観光客の避難所整備等

〔税の使い道と税額の考え方〕

<税収の活用の考え方>

ケース１
・

ケース２
１００円分で実施 １００円分で実施

ケース３ １００円分で実施
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